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１【提出理由】 

　当社は、平成24年６月21日開催の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】 

（１）当該株主総会が開催された年月日 平成24年６月21日

（２）当該決議事項の内容

（会社提案）

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、米田道生、藤倉基晴、松本学、山澤光太郎、狩野芳徳、奥田務、 

川村雄介、川本裕子、堺屋太一、佐々木茂夫及び森本滋を選任する。 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の状況

賛成比率 結果

第１号議案 189,855 80 360 99.50% 可決

第２号議案 

米田 道生 159,27830,659 360 83.47% 可決

藤倉 基晴 189,831 106 360 99.48% 可決

松本 学 189,835 102 360 99.49% 可決

山澤 光太郎 189,835 102 360 99.49% 可決

狩野 芳徳 189,829 108 360 99.48% 可決

奥田 務 189,819 118 360 99.48% 可決

川村 雄介 189,823 114 360 99.48% 可決

川本 裕子 189,829 108 360 99.48% 可決

堺屋 太一 187,830 2,107 360 98.44% 可決

佐々木 茂夫 189,828 109 360 99.48% 可決

森本 滋 189,834 103 360 99.49% 可決

(注)　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

　第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当

該株主の議決権の過半数の賛成です。 

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

　事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が

可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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